
佐世保市事業環境変化対応事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、市内企業が行う事業環境の変化に対応するための積極的

な取組みを支援することにより、販路開拓、生産性向上のための事業再構築

や事業展開を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的として、予算の範

囲内で佐世保市事業環境変化対応事業補助金（以下「補助金」という。）を交

付するものとし、その交付については、佐世保市補助金等交付規則（平成１

７年規則第５３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

⑴ 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１

項に規定する中小企業者（ただし、中小企業者以外の企業者から２分の１

以上の出資を受けている中小企業者は除く）

⑵ 地場企業者 市内に本社又は主たる事業所を有している中小企業者

（補助対象者）

第３条 補助対象事業者は、前条第２号の地場企業者とし、次の要件をすべて

満たすものとする。

⑴ 本市において１年以上の事業実績を持つ事業者であること。

⑵ 市税を滞納していないものであること。

（対象事業等）

第４条 補助金の対象となる事業（以下「事業」という。）の内容、対象経費、

補助率及び補助額は、別表のとおりとし、かつ補助対象期間中の経費に限る

ものとする。

２ 算出した額に１，０００円未満の端数があるときには、これを切り捨てる。

３ 第１項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるものについては、補

助金の対象とするものとする。

４ 補助対象期間は、補助金交付申請が行われる年度の２月末日までとする。

（交付申請）

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助申請者」という。）は、

次の各号に掲げる書類等を作成し、別に定める期日までに市長に提出するも



のとする。

⑴ 補助金交付申請書（様式第１号）

⑵ 事業計画書（様式第２号）

⑶ 前年度・前々年度決算書の写し（個人の場合は確定申告書の写し）

⑷ 市税に滞納がないことを証する書類

⑸ 見積書

⑹ 機械設備等の資料（パンフレット等）※機械設備を導入する場合

⑺ 経費の内容がわかる資料※EC サイト参入・販売促進支援事業

⑻ その他市長が必要と認める書類

２ 一企業が同一年度内に交付決定を受けられる回数は１回のみとする。

（交付決定等）

第６条 市長は、規則第６条による補助金の交付決定を行うときは交付決定通

知書（様式第３号）により、申請者に対して速やかに通知するものとする。

２ 市長は、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、不交付決定

通知書（様式第４号）により申請者に対して通知するものとする。

（事業の変更等）

第７条 前条第１項の規定により、交付決定通知を受けた者（以下「補助事業

者」という。）が、事業の変更・中止又は廃止した場合は、速やかに事業計画

変更承認申請書（様式第５号）を作成し、市長に提出しなければならない。

但し、軽微な変更（補助対象経費の各区分において補助金額の２０％を超え

ない範囲で変更しようとする場合）はこの限りではない。

（実績報告等）

第８条 補助事業者は、規則第１１条第１項に基づき実績を報告しようとする

ときは、事業完了後３０日以内又は当該年度の２月末日のいずれか早い日ま

でに、次の書類を作成し、市長に提出するものとする。

⑴ 事業実績報告書（様式第６号）

⑵ 事業明細書（様式第７号）

⑶ 領収書の写し等補助対象経費の支出を明らかにする書類

⑷ 補助事業の実施状況が分かる写真等（導入後の機械整備、EC サイトのプ

リントアウト等）

⑸ その他市長が必要と認める書類

（補助金額の確定及び交付）



第９条 市長は、規則第１２条による補助金の交付額の確定を行ったときは、

補助金額確定通知書（様式第８号）により補助事業者に対して速やかに通知

するものとする。

２ 市長は、前項の補助金額の確定を行ったのち、補助事業者からの補助金交

付請求書（様式第９号）の提出に基づき、補助金を交付するものとする。

（帳簿等の保存期間）

第 10 条 補助対象事業者は、当該補助事業に係る帳簿及び書類を、当該補助事

業の完了の日から起算して、５年を経過した日の属する市の会計年度末日ま

で保存しなければならない。

（その他）

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は観光商工部長が別に定

める。

附 則

  （施行期日）

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

（この要綱の失効）

２ この要綱は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。

  附 則

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正

規定は、令和５年３月３１日から施行する。



別表（第４条関係）

区分 補助率及び補助限度額 対象経費

ECサイト参入・販売
促進支援事業

補助対象経費の２分の１
以内とし、50万円を限度
とする。

入会金・登録料
月額出展料
月額利用料
ページ制作料
広告宣伝費（ｳｪﾌﾞ広告宣伝）

ネット販売向け
新製品開発事業

補助対象経費の２分の１
以内とし、100万円を限度
額とする。

旅費
受講料
会場借上料
機械設備等
工事費
開発費

ICT・IoT技術活用
による生産性向上
支援事業

新事業展開支援事業


